
議案第101号

三朝町用品調達等集中管理基金条例の一部改正について

次のとおり三朝町用品調達等集中管理基金条例の一部を改正することについて､地

方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により､本議会の議決を求める｡

平成18年9月8日

三朝町長吉田秀光

平成1 8年9月20日原案可決

三朝町鼠会議長牧田武文

三朝町条例第　　号

三朝町用品調達等集中管理基金条例の一部を改正する条例

三朝町用品調達等集中管理基金条例(昭和61年三朝町条例第18号)の一部を次のよう

に改正する｡

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項(以下｢追加項｣という｡)を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下｢改正部分｣という｡)を当該改正部分

に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(追加項を除く｡)に改める｡

改正後 弌ﾉ�9���

(基金の額)

第2条基金の額は2,500万円とする｡

旦　必要があるときは､予算の定めるところ

により基金の額を増額することができる｡

旦　前項の規定により増額が行われたとき

は､基金の額は､増加相当額増加するもの

(基金の額) 

岳第2条基金の額は&馳亙巴とするo ト 

附　則

この条例は､公布の日から施行する｡


